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１ 基本方針（基本方針策定の意義と内容） 

 

 

 

 

いじめの問題への対応は学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むのではなく、 学

校が一丸となって組織的に対応するとともに、保護者や関係機関等の力も積極的に取り込むことが必要である。

いじめから一人でも多くの生徒を救うためには、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、

「いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ち、いじめの防止、早期発見、早期対応、

いじめに対する措置に全力で取り組むことが重要である。 

また、この基本方針の策定を、全教職員でいじめの問題に取り組む契機とし、方針の策定のみを目的とす

るのではなく、この方針を実践していく過程で、本校の課題がどのようなところにあるのかを洗い出し、 

・ そうした課題に対して組織的かつ計画的に、 

・ また学校段階や教育課程、生徒の発達段階を見渡して体系的に、 

・ 教職員はもとより生徒や家庭・地域も巻き込む形で、 

・ 生徒を守り育てていける学校を構築すること、 

・ それによって実際に生徒のいじめを減らすこと、 

・ そのために必要となる学校関係者の認識の共有と徹底 等 

を図ることを目的とする。 

内容については、「いじめの防止」(未然防止のための取組等)に始まり、「早期発見」（いじめの兆候を見逃

さない・見過ごさないための手立て等）、「早期対応・いじめに対する措置」（発見したいじめに対する対処）

などを含める。また、「学校基本方針」の策定とともに、その方針に従っていじめの防止等（未然防止、早期

発見、対処）の対策と (推進法第 22条)と重大事態に関わる事実関係を明確にするための調査を行う組織と

して「いじめ防止委員会」（推進法第 28条）設置する。 

 

２ いじめとは 

（１）いじめの定義 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関

係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

（２）いじめに対する基本的な考え方 

いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活

を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにす

ることを旨として行われなければならない。 

また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の

対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生

徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。加えて、いじめの防止等の対策は、いじ

めを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域住民、 家庭そ

の他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。 

 

 

 

テーマ 

いじめの「未然の防止」、「早期発見」、「早期対応・組織的な対応」 



（３）いじめの集団構造と態様 

 いじめは、「被害者（いじめを受けている子ども）」と「加害者（いじめている子ども）」だけの問題で

はない。周りではやし立てたり、喜んで見ていたりする「観衆」や見て見ぬふりをする「傍観者」もいじ

めを助長する存在である。周りで見ている子どもたちのなかから、「仲裁者」が現れる、あるいは直接止

めに入らなくても否定的な反応を示せば、「いじめる子」への抑止力になる。 

具体的ないじめの態様は、 以下のようなものがある。 

・ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

・ 仲間はずれ、 集団による無視をされる 

・ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

・ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

・ 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

・ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

・ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談すること

が重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必

要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相

談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。 

 

３ いじめ防止の基本的な方向と取組 

（１）指導体制、組織体制【資料１参照】 

  ①指導体制   ・ 生徒に関する情報を教職員全員で収集し、情報を共有する。 

          ・ 指導における具体的な行動基準を確認する。 

          ・ 一部の教職員のみに負担が偏らないようにする。 

          ・ 随時、取り組みを見直し、軌道修正する。 

  ②組織体制 

   名  称   「いじめ防止対策委員会」 

   取り組み   ・ 学校いじめ防止基本方針の作成、見直し 

          ・ 年間指導計画の作成 

          ・ 調査結果、報告等の情報の整理、分析 

          ・ いじめが疑われる案件の事実確認、判断 

          ・ 配慮を必要とする生徒への支援 

・ 対応に関する具体的方策の策定 

   メンバー   校長、教頭、事務長、主幹教諭、人権教育主任、生徒指導主任、保健・教育相談主任、 

養護教諭、学年主任、関係学級担任（関係教諭、部活顧問等必要に応じて） 

   いじめ防止対策委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。 

・ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割 

・ いじめの相談・通報の窓口としての役割 

・ いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、 共有を行う役割 

・ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある

生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織

的に実施するための中核としての役割 

 



【資料１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年間指導計画～「心の居場所づくり」と「絆づくり」～ 

 年間指導計画 教職員研修等 

４月 教育プログラム、人間関係づくりプログラム 

情報モラル講演会、個人面談、いじめ発見のための先の先 

職員会議（基本方針） 

職員研修会（人間関係づくり） 

５月 保護者連絡会（ＰＴＡ総会）、個人面談、人間関係づくりプログ

ラム、家庭版いじめ発見のための先の先 

 

６月 人権 HRA、、人間関係づくりプログラム 

家庭版いじめ発見のための先の先 

職員研修（教育相談） 

７月 人間関係づくりプログラム 

いじめアンケート調査、生活実態アンケート調査 

職員研修（人権教育） 

８月 RAMPS 調査、人間関係づくりプログラム、家庭訪問、 

個人面談 

 

９月 九月祭、人権教育交流学習会、人間関係づくりプログラム 

家庭版いじめ発見のための先の先 

 

１０月 人間関係づくりプログラム  

１１月 人権 HRA、いじめアンケート調査、生活実態アンケート調査 

人間関係づくりプログラム、人権講演会 

 

１２月 家庭版いじめ発見のための先の先、人間関係づくりプログラム  

１月 個人面談、人権 HRA、人間関係づくりプログラム  

２月 家庭版いじめ発見のための先の先、人間関係づくりプログラム 職員研修（検証と見直し） 

３月 人間関係づくりプログラム、学校いじめ防止基本方針の見直し  



４ いじめ防止の措置 

（１） いじめの予防 ～未然防止～ 

いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題克服のために

は、全ての生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり、全ての生徒を、いじめに向かわせること

なく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関

係者が一体となった継続的な取組が必要である。 

このため、 学校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生

徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心

の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因

に着目し、その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。 加えて、 全ての生徒

が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりが未然防止の観点から重要である。 

 

①「人間力」の育成を図る 

  ・雄城坂でのあいさつ、あいさつの意味・重要性の体感（あいさつ十か条の奨励） 

  ・ルール・マナーを考えて生活を送る習慣の徹底 

  ・豊かな情操と深い教養につながる読書の奨励 

 ・学校行事の推進および自己有用感の向上 

  ・自己管理能力およびストレスに適切に対処できる力の育成 

②人権教育の推進 

  ・いじめを生じさせない、許さない学校風土をつくるための人権感覚の向上 

  ・人権 HRA および講演会の開催 

  ③情報モラル教育の充実 

  ・情報モラル講演会の実施 

④教育相談の充実 

 ・個人面談の定期開催 

⑤教職員の資質向上 

  ・いじめに対する認知力・対応力の向上のための校内研修の実施 

  ・カウンセリング力向上を目指した教育相談研修会及び関係機関との連携の充実 

  ・わかる授業の実践（授業を大切にする 5 箇条） 

⑥保護者・地域との連携 

 ・学校いじめ防止基本方針の周知 

 ・保護者に対していじめ問題に関する正しい理解の普及啓発 

  ・学校公開の実施 

   

（２） 早期発見（手立て） 

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、生徒のささいな変化に

気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、

遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識

し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、い

じめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知することが必要である。 

いじめの早期発見のため、定期的なアンケート調査や教育相談の実施，電話相談窓口の周知等により、生

徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域，家庭と連携して生徒を見守ることが必要である。 



  ①個人面談の充実 

  ・計画的な実施 

②いじめアンケートの実施 

  ・いじめの早期発見・対応につなげるための「いじめアンケート等」の定期的な実施・活用 

    RAMPS 調査、いじめアンケート調査、いじめ発見のための先の先【資料２参照】、 

家庭版いじめ発見のための先の先【資料３参照】 

  ③教育相談体制の整備・充実 

  ・教育相談室の活用や各種相談機関(24 時間いじめ相談ダイヤル等)の周知及び福祉関係部署との連携 

  ④悩みや相談を受け止める体制づくり 

  

【資料２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊気になる項目にチェックを入れてください 

      （  ）月（  ）チェック担当（  ）年次部 氏名（              ） 

 

 

 



【資料３】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （  ）月（  ）日（  ）年（  ）組          ＊気になる項目にチェックを入れてください。 

     保護者氏名（                    ・生徒名             ） 

      ＊子供のサインを感じたら、このチェックシートを利用してクラス担任に相談しましょう！ 

 



（３）いじめの対応（早期対応・組織的な対応）【資料５・資料６・資料７参照】 

いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安

全を確保し、いじめたとされる生徒に対して事情を確認した上で適切に指導する等、 組織的な対応を行うこ

とが必要である。また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携が必要である。 

このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解を深めておくことが必 

要であり、また、学校における組織的な対応を可能とするような体制整備が必要である。 

①被害者への対応 

  ・いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、いじめられた生徒に対し、徹

底して守り通すことを伝え、不安を除去する。 

・いじめられた生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域の人等）と連携し、いじめら

れた生徒に寄り添い支える体制をつくる。 

・いじめられている生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよ

う留意する。 

・SNS 等を利用した中傷などの有無についても確認する。 

・昼食を誰と食べているのかなどを確認し、教室内の居場所の有無を確かめる。居場所が無い場合、クラス

メートなどの協力を得て、その確保を支援する。 

・保護者にいじめの概要と支援の方針、具合的支援について説明を行う。 

 ②加害者への対応 

  ・いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であるこ

とを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。 

・必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導したり、出席停止制度を活用したりして、いじめられた

生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。 

・いじめる生徒に指導を行っても十分な効果を上げることが困難である場合は、所轄警察署等とも連携して

対応する。 

・不満やストレス（交友関係や学習、進路、家庭の悩み等）があっても、いじめに向かうのではなく、運動

や読書などで的確に発散できる力を育む。 

・いじめは決して許される行為ではないことを説いた上で、加害者がもつ事情についても耳を傾け、いじめ

た生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、いじめに至った経緯について確認する。事実確認

後、保護者にも説明。 

  ・SNS 等を利用した中傷なども同様に許される行為ではないことを理解させる。 

  ・本校の生徒指導内規を基に指導措置を行う。 

  ・指導措置の申し渡しの際、場合によってはそれに至る前（いじめの概要が明らかになった後）に 

保護者へいじめの概要と指導の方針について説明を行う。 

  ③友人・知人（観衆・傍観者）への対応 

  ・被害者の了解を得た上で、一同を集め、自分たちの居る場所でいじめが起きていたことの重大さを 

説き、その時の各自の行動が適切であったのかを考えさせる。その上で、いじめを許す集団であって 

はならないということを自覚させる。 

  ・いじめと考えられる事象を見聞きした（SNS 等を利用した中傷なども同様）場合は、必ず教師に 

報告するよう伝える。 

  ・以後、被害者及び加害者との接し方が不自然なものにならないよう努めること。一日も早く集団が 

正常化できるよう全員で考え行動していくよう伝える。 

  ・必要であれば、緊急のクラス PTA もしくは部の保護者会を開き、いじめの概要や今後の指導方針 



   についての説明を行い、各家庭における支援をお願いする。 

④保護者および関係機関との連携【資料４参照】 

・家庭訪問（加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応）等により、迅速に事実関係を伝え

るとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。 

・いじめられた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。 

・事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。 

・状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等の協力を得るなど、

対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。 

  

【資料４】基本方針はいじめ問題対応マニュアル p.9「保護者・関係機関との連携」（下記）に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 【資料５】対応の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめに関する情報の取得 

関係するクラスのクラス担任・学年主任もしくは部の顧問に報告 

管理職（校長・教頭）及び主幹教諭・生徒指導主任に報告 

関係職員（クラス担任・副担任・学年主任・生徒指導・教育相談等）による聞き取り 

※いじめ問題対応マニュアル資料 p.26「聞き取りシート」を利用 

管理職によるいじめの深刻度レベル及び保護者への連絡の必要性の判断 

いじめ防止対策委員会 

（校長・教頭・事務長・主幹教諭・人権教育主

任・生徒指導主任・保健・教育相談主任・養護教

諭・学年主任・関係クラス担任・部顧問など）を

開き、対応に関する具体的方策の原案作成 

職員会議により、いじめの対応に関する具体的方策の決定 

具体的方策に従い支援・指導の実施 

事象内容を県教委へ報告 

※いじめ問題対応マニュアル資料

p.27「いじめの報告書式」を使用 

いじめ防止対策委員＋県教委 

（＋警察）による協議により、対

応に関する具体的方策の原案作成 

【聞き取り手順】 

１） 情報提供者からの聞き取り（担当者：クラス担任 or部顧問など状況の把握に適する者） 

２） 被害者からの聞き取り（担当者：被害者が話しやすい者） 

３） 加害者からの聞き取り（担当者：クラス担任 or部顧問など状況の把握に適する者  

※複数の場合は生徒指導部も加わる。） 

注意点 ・加害者からの聞き取りは被害者の意向を尊重しながら慎重に行う。 

    ・加害者が複数の場合、聞き取りは個別かつ同時に行う。聞き取りが終了、各担当 

者が集まり聞き取り内容に矛盾が無いかを確かめる。矛盾がある場合は再度聞き 

取りを行い、隠そうとしている事実や嘘を明らかにするよう努める。 

４） 必要に応じ、加害者に自宅待機などの指導を与える。 

レベルⅠ，Ⅱ レベルⅢ以上 

※レベルⅡの場合は職員会議後、県教委へ報告 

【緊急】 

【緊急】 

【緊急】 

※いじめの深刻度レベ

ルは、いじめ問題対応

マニュアル p.6 を参照 

【資料６参照】 



【資料６】いじめ問題対応マニュアル p.6「いじめの深刻度レベル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料７】被害者、加害者、友人・知人（観衆・傍観者）への具体的な支援・指導 

 基本方針はいじめ問題対応マニュアル p.7「（２）具体的な指導・支援」（下記）に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ ネットいじめへの対応 

（１）生徒への対応 

 ①被害生徒への対応 

  学校における教育相談体制の充実を図り、きめ細やかなケアを行うとともに、いじめられた子どもを守り通

すことが重要。学級担任だけでなく、複数の教師やカウンセラー等で情報を共有し対応するなど、学校全体

で取り組むことが重要。 

 ②加害生徒への対応 

  加害者自身がいじめにあっていた事例もあることから、安易に加害者と決めつけず起こった背景や事情につ

いて綿密に調べるなど適切な対応が必要。粘り強い指導を行うとともに、加害生徒自身が悩みや問題を抱え

ていたりする場合には、事後指導から受ける精神的な影響が大きい事例もあることから、場合によっては加

害生徒に対するケアも行う。          【資料８】 

③全校生徒への対応                

  個人情報保護など十分な配慮の元で、全校生徒に

加害者にも被害者にもならないよう指導を行う。

また掲示板・チェーンメール等で誹謗・中傷を発

見した場合には、教員や保護者に相談するよう指

導する。 

（２）保護者への対応 

   家庭に迅速に連絡し、家庭訪問等を行い、保護

者との話し合いの機会をもつ。その際、学校の対

応を説明し、その後の対応については相談しなが

ら進める。加害者生徒が明らかな場合には、その

保護者に対しても再発防止のために家庭での携帯

電話やインターネット利用の在り方について説明

を行う。 

（３）書き込みサイトへの削除依頼【資料８参照】 

 書き込み内容を確認し、書き込みのあった掲示

板等の URL を控えるとともに、書き込みをプリ

ントアウトするなど、内容を保存する。サイトの

「管理者へのメール」や「お問い合わせ」と確認

し、削除依頼を個人 PC ではなく学校 PC から行

う。削除依頼しても削除されない場合や、管理者

の連絡先が不明な場合にはプロバイダへ削除依頼

を行う。それでも削除されない場合は警察、法務

局・地方法務局に相談する。 

 

 

 

 

 

 

 



（４）チェーンメール等への対応 (一般的に、同じ内容を不特定多数の人に転送するよう求めるメール) 

「ネット上のいじめ」に分類される誹謗・中傷に関するもの以外にも、様々な内容のものがあり、メール中 

に、「このメールを○○人に転送してください」というような内容が書かれているものは、すべてチェーンメ 

ールである。生徒にチェーンメールの例について紹介するとともに、チェーンメールを他の友人等に転送し 

ないように、次の点を踏まえ、指導を行うことが重要。 

 

◇ 生徒への指導のポイント －チェーンメールの被害を防ぐため ◇ 

①携帯電話やパソコンからのメールは、誰に転送したか若しくは転送しなかったかについて、第三者が知るこ

とは、通常の方法では不可能であること。 

② チェーンメールの内容は、架空の内容であり、チェーンメールを転送しないことで、不幸になったり、危害

を加えられたりすることはないこと。 

③ チェーンメールを転送すると、受け取った人は迷惑し、友人関係を損ねる可能性もあるので、絶対に転送し

ないこと。また、チェーンメールの内容に、特定の個人を誹謗・中傷する内容が含まれているものを転送し

た場合、自分自身も「ネット上のいじめ」の加害者となること。 

④チェーンメールを送ってきた人に対して、抗議のメールを送るなどの行動は、トラブルの原因にもなるため、 

行わないようにすること。 

⑤チェーンメールに書かれている電話番号やメールアドレス等は、メールの内容とは無関係であり、こちらか 

ら連絡しないこと。 

⑥チェーンメールに書かれているウェブサイトのアドレスにはアクセスしないこと。出会い系サイトやアダル 

ト系サイトなど大変危険なサイトにつながる場合があること。 

 

【参考】チェーンメール転送先 

チェーンメールについて不安が解消できない児童生徒には、チェーンメールの転送先を紹介 

（財）日本データ通信協会迷惑メール相談センター等において、チェーンメールの転送先のアドレスを紹介し

ている。 http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/index.html 

 

その他相談窓口 【ネットいじめ等】 

  ●大分県教育センター教育相談部  

 電 話：097-503-8987  097-569-0829（平日 9:00 ～ 17:00 ） 

 メール： oita-edu-c.soudan@pref.oita.lg.jp （２４時間） 

  ●学校安全・安心支援課 いじめ・不登校対策班（県教委） 

    電 話：097-506-5546,5547,5575 （平日 9:00 ～ 17:00 ） 

  メール： no-ijime@pref.oita.lg.jp （２４時間） 

  ●子どもの人権１１０番（大分地方法務局） 

   電 話：0120-007-110（フリーダイヤル）（平日 8:30 ～ 17:15  時間外は留守番電話対応） 

  ●法務省インターネット人権相談受付窓口 

 携帯電話から： http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html 

   パソコンから： http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

 

 

 

 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html


６ 重大事態への対応【資料９参照】 

 

（１）重大事態とは 

① いじめられている生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い 

   ・ 生徒が自殺を企図した場合 

   ・ 身体に重大な傷害を負った場合 

  ・ 金品等に重大な被害を被った場合 

  ・ 精神性の疾患を発症した場合  等を想定 

② いじめられている生徒が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑い 

  ・ 年間３０日を目安 

  ・ 一定期間連続して欠席しているような場合 → 迅速に調査に着手 

    ※生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学校が

「いじめの結果ではない」、「重大事態とはいえない」と判断したとしても、重大事態が発生したもの

として報告・調査にあたる 

 

（２） 重大事態の発生報告 

    学校 → 学校の設置者（大分県教育委員会） → 大分県知事 → 文部科学省及びこども家庭庁 

 

（３） 調査の主体判断 

学校が調査主体となる場合：学校に置かれた「いじめ防止委員会」を母体とし、事態の性質に応じて適切 

な専門家を加えるなどの方法も考えられる 

 

（４） 事実関係を明確にするための調査実施 

   ・ 重大事態にいたる要因となったいじめについて明確にする 

① いつ（いつ頃から） 

② 誰から 

③ どのような態様であったか 

④ いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか 

⑤ 学校・教職員がどのように対応したか 

 

    ・ 因果関係の特定を急がず、客観的な事実関係を速やかに調査 

ア）いじめられた生徒からの聴取が可能な場合 

    ・いじめられた生徒や情報提供をしてくれた生徒を守ることを最優先 

     ・調査による事実確認とともに、いじめた生徒への指導や、いじめられた生徒の状況に合わせた継続  

的なケア、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援が必要 

イ）いじめられた生徒からの聴取が不可能な場合（生徒の入院や死亡など） 

    ・当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取 

・迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査に着手 

 

 

 

 



【資料９】 

 

 

 

文部科学省 国立教育政策研究所 

生徒指導リーフ増刊号 

いじめのない学校づくり「学校いじめ防止基本方針」策定Ｑ＆Ａ P.23 


